
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
十
三
号
（
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日
）

○
特
殊
な
構
造
又
は
使
用
形
態
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
十
三
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二

十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
殊
な
構
造

十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
殊
な
構
造

又
は
使
用
形
態
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
構
造
方
法
を
定

又
は
使
用
形
態
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
構
造
方
法
を
定

め
る
件

め
る
件

第
一

（
略
）

第
一

（
略
）

第
二

令
第
百
二
十
九
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な

第
二

令
第
百
二
十
九
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な
い

い
特
殊
な
構
造
又
は
使
用
形
態
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
は
、
次
の
各
号
に
掲

特
殊
な
構
造
又
は
使
用
形
態
の
特
殊
な
構
造
又
は
使
用
形
態
の
エ
ス
カ
レ

げ
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

ー
タ
ー
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
種
類
に
応
じ
、
そ

構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

一

勾
配
が
三
十
度
を
超
え
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

令
百
二
十
九
条
の
十
二

一

勾
配
が
三
十
度
を
超
え
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

令
百
二
十
九
条
の
十
二

第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、

第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め

次
に
定
め
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

二

踏
段
の
幅
が
一
・
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

令
第
百

二

踏
段
の
幅
が
一
・
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

令
第
百

二
十
九
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規

二
十
九
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
よ
る

定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ほ
か
、
次
に
定
め
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

三

速
度
が
途
中
で
変
化
す
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

令
第
百
二
十
九
条
の
十

三

速
度
が
途
中
で
変
化
す
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

次
に
定
め
る
構
造
で
あ

二
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
構
造
で
あ
る
こ
と

る
こ
と
。

。

イ
～
リ

（
略
）

イ
～
リ

（
略
）


